
３名

（１）現場代理人＋監理技術者＋監理技術者と同等
の技術者（開建部独自の取り組み）

＜技術者増員の条件
＞ ・ 2億円以上7.2億円

未満と同様

２名

（２）監理技術者＋監理技術者と同等の技術者

＜技術者増員の条件＞
①70点未満の工事成績評定を通知された企業

②～④左記と同様

（１）予定価格７.２億円以上の工事において、過去2年度間に開発建設部発注工事成績で７０点

未満の工事があった場合：

現場代理人と監理技術者を兼務できない、かつ、監理技術者と同等の技術者を増員。（技術者
３名の現場体制）

Ｈ１７まで Ｈ１８以降

２名

（監理技術者＋監理技術者と同等の技
術者）
＜技術者増員の条件＞
①65点未満の工事成績評定を通知された企

業

②発注者から施工中又は施工後において工
事請負契約書に基づいて補修又は損害賠償
を請求された企業

③品質管理、安全管理に関し、指名停止又
は総括監督員から書面により警告若しくは注
意喚起を受けた企業

④自らに起因して工期を大幅に遅延させた
企業

7.2億円 7.2億円

2.0億円 2.0億円

70点65点 70点65点

（工事成績） （工事成績）

（予
定
価
格
）

低入札工事における受注者側の技術者増員（港湾・空港事業を除く）

２名

（監理技術者＋監理技術者と同等の技術者）

＜技術者増員の条件
＞ ・左記①～④と同様

２名

監理技術者＋監理技術者と同等の技術者

＜技術者増員の条件＞
①70点未満の工事成績評定を通知された企
業 ・②～④は左記同様



入札及び契約における不正行為の排除を徹底するとともに、競争参加業者の積算努力の促進
を図るため、原則、全ての工事において、入札時における工事費内訳書を提出。

Ｈ１７まで Ｈ１８以降

原則、全ての工事で提出
全て提出

発注件数の２割で試行

7.2億円 7.2億円

1.0億円 1.0億円

（予
定
価
格
）

入札時における工事費内訳書の提出を義務付け（港湾・空港事業を除く）

全て提出



低入札工事に関する競争参加資格要件（港湾・空港事業を除く）

Ｈ１８．８以降に開発建設部において、低入札工事を受注した企業で、過去２年度間に
おける低入工事の工事成績に７１点未満がある場合は、手持ちの低入札工事が完了す
るまでの間、競争参加を認めない。

○低入札工事の工事成績は、過去２年度の最も低い工事成績を評価する。（同一工種
に限る）

例 Ａ業者（単年度工事施工中）

６８点

Ｈ１７低入Ｂ工事

７２点評価は６８点 Ｈ１８低入工事 （Ｈ１８年度中は、Ａ業者の競争参加を認めない。）

Ｈ１８ Ｈ２０Ｈ１９Ｈ１６低入Ａ工事

例 Ｂ業者（３年国債工事施工中）

Ｈ１６低入工事

７５点 Ｈ１８低入工事 （Ｈ２０年度までは、Ｂ業者の競争参加を認めない。）

Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０Ｈ１７低入Ｂ工事

６９点評価は６９点



低入札工事に関する総合評価得点の減点（港湾・空港事業を除く）

目 的 ： ダンピングの抑止

施 策 ： 低入札工事の工事成績を評価し、総合評価得点を減点。

開発建設部における過去２年度間の低入札工事の工事成績が７１点未満の企業は、
総合評価の得点を次のとおり減点する。

○７１点以上 ０点
○７１点未満６５点以上 －１０点

○６５点未満 －２０点

○低入札工事の工事成績は、過去２年度の最も低い工事成績を評価する。（同一工種
に限る）

○減点することで得点が０点以下となった場合は、加算点を０点とし基礎点１００点の
みとする。


